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魚津市役所総務部
地域協働課協働推進係問合せ先

CHECK
条例の本文は
こちらからご覧ください。

条例は、市民等のご意見を聴きながら
定期的に見直すこととしています。CHECK

        開かれた議会運営
議会活動の情報提供        

    意見・要望
議会傍聴

議決
市役所等を監視

条例、予算等の議案提出

市政情報を知る
市政に主体的に参画

情報発信・情報提供
    参画の制度充実
　   協働のしくみを整備
　      市民の自発的活動支援

市長の役割と責務

市長・市役所等の役割と責務

最少経費で最大効果の市政運営

公平､効率的､高質な行政サービス
自治の主体者として参画 …など

市長
市役所等

（執行機関）

  市民の意思を政策に反映

市民の声を聴く機会を設ける
公正､誠実な職務

議会の役割と責務

議員の役割と責務
議会
議員

…など

市民の権利

市民の責務

…など

市政の情報を知り参画する

自治の主体者として
市政に参画する

・市内に住んでいる人
・市内で働く人、学ぶ人
・市内で活動する人や
   団体 （事業者等）

・地域コミュニティ
  （自治会､地域振興会等）
 

市民

POINT 2 魚津市自治基本条例の基本構成

□

□

✓

✓

市民が主体の自治を
行います。
市民と市が役割分担をし、
連携協力して公共的課題
の解決にあたります。 

協働

意見や提案を
出しやすくします。
参画の機会を充実
させます。

□

□

✓

✓

市民
参画

事業の計画段階から
情報提供をします。
いろいろな方法でわか
りやすく提供します。

□

□

✓

✓

情報
共有

POINT 1 魚津市自治基本条例の基本三原則

魚津市では、市民や市がそれぞれの役割分担の中で
人々が幸せに暮らせるまちを創っていくため、「自分
たちのことを 自分たちで決めて 自分たちで行う」こと
の基本ルールとなる魚津市自治基本条例を制定して
います。

人口減少・少子高齢化が進行する中で、地域資源を
活用しながら市民が主体となった自治を行うため、
市民と市が協働してまちづくりを進めましょう！

魚津市の

自治基本条例
･･････････････････

知っておいて損はないっ！


